


サービス見込量算出に当たっての数値目標について  

○地域生活や「般難労への移行を進める観点から、下記の数値目標を設定するとともに、  

この目・標を達成するために必要なサ「ビス見込量の設定を行う。  

1平成23年度末までに・、現在の入所施設の入所者の1割以上が地域生活に移行す皐ことをめざす   

⇒これにあわせて二重歳23年度未時点の施設入所者数を7％以上削減すろことを基本としつつ、  

地域の実情に応じて巨標を設定する  

2平成24年度までに」・埠神科病院め入臨患考のうち「牽け入れ条件が整え鱒埠嘩可草巨鞍精神障害者」（以下  

「退院可能精神障害考」といぅ。－平成14年患者諷査で約ウ方∧）の解消をめざす 

⇒これにあわゃて、平鱒？3年唇におけろ過暁可能精神瞳筆者数の輝少目＝：樗値軍学草するととも．1声、  

医療計画におiナる基重病席数の見直しを進める  

3平成23年庭中Iこ福祉施設から一般就労に移行する者を現在の4倍以上とすろことをめざす   

⇒これにあわせて、福祉サイドにおける郡労支援を強化する観点かう、就労継続支援利用者のうち、  

3割は雇用型をめざす  
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入所施設の入所者の地域生活への移行  

地域生活への移行を進める観点から、障害福祉計画の作成時点において、障害者の入所施設に入所している  

者のうち、今後、自立訓練事業等を利用し、グループホームやケアホーム、一般住宅等に移行する者の数を見込  

み、その上で、平成二十三年度末の段階において地域生活に移行する者の数値目標を設定する。目標の設定に  

当たっては、現時点の入所施設の入所者数の－割以上とするとともに、これにあわせて平成二十三年度末時点の  

施設入所者数を七％以上削減することを基本としつつ、地域の実情に応じて目標を設定することが望ましい。  

（都道府県・市町村において設定）  

項 目   数、値   考え方   

現入所者数（A）   人  ○平成17年10月1白の数とする。   

目標年度入所  

者数（B）   
人  ○平成23年度末時点の利用人員を見込む。   

【目標値】  人  

（ 
○差引減少見込み数   

削減見込（A－B）  ％）  

【目標値】  
人  ○施設入所からG什CH等へ移行した者の数   

地域生活移行数  
3   



4   



入院中の精神障害者の地域生活への移行  

（都道府県 

項 目  数値   考え方  

現   在  人   ○現在の退院可能精神障害者数  

【目標値】  

減少数 
人 ○上記のうち、平成23年度末までに減少を目指す数   
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医療計画の見直しとの関連について  

○医療計画における精神病床の基準病床数については、平均残存率（新規に入院した患者の中で、1年を超え  

て入院するに至った者の割合）の低下、退院率（1年以上入院している患者の中で、退院す∃る者の割合）の向上  

を目指す算定式へと見直しを行ったところ。  

○平均残存率、退院率の改善のためにはし医療計画に基づく地域における精神医療の提供体制の整備に加え、  

障害福祉計画による退院後の支援体制づくりを車の両輪として進めることが必要。これらを通じて、退院可能精  

神障害者の解消を図る。  

○医療計画について精神病床の基準病床数について新算定式による見直し等を行いつつ、障害福祉計画にお  

いて、精神障害者の地域移行、社会復帰に必要なサービス量を見込むとともに、退院促進支援事業等の推進  

方策、医療と福祉の連携強化方策などを盛り込む。可能な限り、精神病床の基準病床数等の見直しと並行して  

検討を進め、双方の計画に盛り込むことが望ましい。  
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福祉施設から一般就労への移行   

平成二十三年度において、障害者の福祉施設利用者のうち、就労移行支援事業等を通じて、同年度中に一般  
就労に移行する者の数値目標を設定する。目標の設定に当たっては、現時点の一般就労への移行実績の四倍以  
上とすることが望ましい。これに加えて、別表第一を参考として、障害保健福祉施策と労働施策の連携強化を図り、  
障害者雇用の観点からの目標値を併せて設定することが望ましい。  
また、福祉制度を利用した就労支援を強化する観点から、平成二十三年度までに現在の福祉施設利用者のうち、  

ニ割以上甲者が就労移行支援事業を利用するとともに、平成二十三年度時点において、就労継続支援事業の利  
用者のうち、三割は雇角型を利用することを目手旨す。  

（都道府県■・市町村において設定）  

○平成23年度において施設を退所し、一般就労する者の数   

※23年度の雇用型利用者の割合は、サービスの見込量から算出  
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○目標値の設定について  

・障害者の就労を拡大する観点から、現在の福祉施設利用者の2割以上の者が就労移行支援事業を利用  

［目標値］  

国の基本指針を踏まえつつ地政の実情を勘案した上せ設走  

○平成17年度において福祉施設を退所し、一般就労した者の数は、把握しているデータを基にした推計で可。  

○一般就労した者とは、一般に企業等に就職した者（就労継続支援（雇用型）及び福祉工場の利用者となった者を  

除く）、在宅就労した者及び自ら起業した者をいう。  

○現在の福祉施設とは、次の施設をいう。   

（身体障害者施設）更生施設、療護施設、授産施設（入所、適所）、福祉工場、小規模通所授産施設   

（知的障害者施設）更生施設（入所、通所）、授産施設（入所、通所）、福祉工場、小規模通所授産施設   

（精神障害者施設）生活訓練施設、授産施設（入所、通所）、福祉工場、小規模適所授雇施設  

○現在の利用者数には、新規整備予定の施設利用者数は含めない。  
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（都道府県ごとに直近の状況を把握、分析し、労働関係部局と十分に協議の上、目標値を設定）  

項 目   数値   考え方   

【目標値】公共職業安定  

所経由による福祉施設  人   
○平成23年度において公共職業安定所の支援を受けて福  

利用者の就職者  
祉施設から一般就労へ移行する者   

【目標値】障害者の態様  

に応じた多様な委託訓  
人  ○平成23年度の碍祉施設から一般就労へ移行する者のうち、  

練事業の受講者  （  割）   障害者委託訓練の受講者   

【目標値】障害者試行雇   人  ○平鹿23年度の福祉施設から一般就労へ移行する者のうち、   

用事業の開始者   （ 割）   障害者試行雇用事業の開始者   

【目標値】職場適応援助   人  ○平成23年度の福祉施設から一般就労へ移行する者のうち、   

者による支援の対象者   （  割）   職場適応援助者支援の利用者   

【目標値】障害者就業・  

生活支援センター事業  人   
○平成23年度め福祉施設から一般就労へ移行する者のうち、  

の支援対象者 
障害者就業・生活支援センター事業の支援対象者   

【目標値】障害草就業・  
○平成23年度における障害者就業・生活支援センターの設  

生活支援センターの設  

置   

か所  
置か所数   
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新体系サービスへの「移行希望に関するアンケート調査」の位置付け  

1アンケート調査について   

○ 平成18年3月1日全国主管課長会議においては、障害福祉サービスの量を見込むための本年4  
降  と
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して、現在、サービスを提供している事業者に対して、新体系サービスへの  
「移行希望に関するアンケート調査」を行うように示しているところ。  

資料3－2参照〕  具体的には、平成18年3月1日障害保健福祉関係主管課長会議   

○ 既に、アンケート調査を実施しているところも多いと思われるが、一部にアンケートの趣旨、位   
置付け等について卿紬、らの問い争わせ等lこ対   
しては以下のとおり周知していただくようお願いしたい。  

2 趣旨、位置付けについて   

○ 今回のアンケート調査は、障害程度区分の認定結果も未だ明らかでない段階で行うものであるが、  

これは、既存の事業者等が現段階においてイメージしている新体系サービスヘの移行の希望を聴取  

することにより、障害福祉計画の作成に際し、地域全体のサービス量を見込む際の参考資料とする  
ためのものであって、10月から施行される新体系サービスへの指定中 語とは無関係であること。  

0 したがって、アンケート調査の回答は、個々の事業所ごとではなく、地域全体のサービス量の見  
通しとしてマクロ的に処理されるものであり、これにより、個々の事業所が将来の新体系サ ービス  
への移行が拘束されるものではないこと。   

○ 障害福祉計画の作成l；当たっては、アンケート調査を参考として、その地域における障害福祉  
サービス毎の必要な量を見込むこととしており、適切なサービス量の施保を図るためにも、■アン  
ケート調査に協力いただくことが重要であること。  

なお、各事業者の新体系サービスヘの具体的な移行予定については、今後、別途、各事業者に対して「移  
行計画書」の提出をお願いし、それをもとに事業者の指定等を行うこ七を想定・してぃる。  
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